
令和４年４月１１日  

 

市内小・中学校 保護者 各位 

 

座間市教育委員会  

 

     令和４年度１学期の市内小・中学校における教育活動について 

 

４月６日から新学期が始まりましたが、小・中学校の感染対策について、次のように御理

解、御協力をお願いいたします。 

まん延防止等重点措置期間が３月２１日をもって解除されましたが、市教育委員会としま

しては、感染状況が収束傾向にいたっていないため引き続き、これまでの感染対策を続けな

がら教育活動を継続していきたいと考えています 

なお、今後、状況の変化に応じて、判断を見直します。 

 

留意事項 

 ○新型コロナウイルス感染防止については、引き続き配慮していきます。御家庭でも、登

校前の検温や健康チェック、マスクの着用等、御協力をお願いいたします。 

○家庭内での感染が拡大している傾向が強いため、外からウイルスを持ち込まないように

するためには、御家庭の協力が不可欠です。御家庭でも、登校前の検温や健康チェック

に御協力ください。同居されている御家族についても健康状態を健康観察表等で確認さ

せていただきますので、御協力ください。 

○発熱等の風邪の症状がある場合には自宅で休養し、登校しないことの徹底をお願いしま

す。また、同居の御家族に同様の症状がある場合にも、登校を見合わせていただきます

ようお願いします。（感染した場合や濃厚接触した場合と同様、欠席扱いではなく、出

席停止扱いとします。） 

○本人がコロナワクチンを接種するため登校できない、コロナワクチン接種後の副反応に

よる体調不良のために登校できない場合についても、出席停止扱いとします。 

○登下校時や帰宅後の外出時、(不要不急の外出は控えること）等における感染防止のた

めのマナー等について、引き続き、児童・生徒に指導していきますので、御家庭でも御

協力をお願いします。祝休日についても感染リスクの高い行動は控えるよう指導に御協

力ください。  

○引き続き、御心配な点がありましたら、学校に御相談ください。また、学校からはお 

便り、一斉メール、ホームページを使って、随時連絡していきます。 
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